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P&A ジャパンデスクメールマガジン

2019 年 4月号 過去に行った資本金の BSP （フィリピン中央銀行）登録について

2019 年 2 月 5日に Bangko Sentral ng Pilipinas（フィリピン中央銀行、以下 BSP）より外

国為替に関するレギュレーションの改定（Circular No. 1030）の署名が行われました。

その中で、過去に BSPに対して登録を行っていなかった資本金についての救済措置が盛り込

まれています。

1. BSP への資本金登録とは

自力で外貨の獲得を行えないような外資系企業（収入が主にフィリピンペソの外資系企業）

が配当や会社清算時の残余財産の分配を行うような場合には、配当等を実施する際に銀行で

の外貨購入が必須であり、その際に銀行から BSRD（資本金が BSPに登録されていることの

証書）の提示を求められます。

この資本金登録は資本注入日より 1年以内に行わなければならないとされており、登録を行

っていない場合には、外貨換算を銀行は拒否することが可能です。

2. 救済措置について

上記の通り、過去に資本金登録を行っていないような企業においては、配当等を実施する際

の障害となっていましたが、今回の改正により、当ルールの効果発生日（発表後 15営業日

後）から 1年間は、必要書類を揃えた上で過去の資本金を BSPに登録することが可能です。

過去にも救済措置が発表されたことはありますが、今後も継続して救済措置が行われるかど

うかは不透明なため、資本金の登録を行っていない企業で、収益の大部分をフィリピンペソ

にて獲得しているような場合には、このタイミングで適切に登録を行っておくことが推奨さ

れます。

原文は添付の Section 36 の注釈 16 番に記載がありますが、全文は以下のウェブサイトより

ダウンロードが可能です。

http://www.bsp.gov.ph/downloads/regulations/attachments/2019/c1030.pdf

会社紹介

P&A グラントソントン ジャパンデスク （担当：松下、川原田、今枝）

現在約 300 社の日系企業へサービスを提供。現地経営者、フィリピンマーケットへ進出を

検討している日本企業の皆様へより、業務に深く関わったサービスを提供するべく日本窓口

1 名を含む計 4 名の日本人が対応しています。
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P&A グラントソントン

1988 年 Benjamin R. Punongbayan と Jose G. Araullo によって設立。現在は、Chairman &

CEO である Ma. Victoria Espano が指揮の元フィリピン TOP４規模の会計会社として、主

にフィリピン企業の顧客を始め、外国企業のフィリピン進出増加と共に、日系企業へのサー

ビスも提供。2019 年現在パートナー21 名、社員 850 名の体制で構成されており、インタ

ーナショナルファームの一つである、Grant Thornton （グラントソントン）と提携し、そ

のノウハウを活かしながら、クオリティの高いサービスを、大手顧客から、ミッドサイズ、

外国企業、スタートアップ企業まで幅広い顧客層へ提供しています。
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P&A グラントソントンジャパンデスク（松下、川原田、今枝）
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